
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案の概要

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化を図る観点から、働き方や男女の差等に中立的で、ライフスタイルや家族構成等の多様化を踏まえた年金制度を構築する
とともに、所得再分配機能の強化や私的年金制度の拡充等により高齢期における生活の安定を図るため、被用者保険の適用拡大、在職老齢年金制度の見直し、遺族年金
の見直し、標準報酬月額の上限の段階的引上げ、個人型確定拠出年金の加入可能年齢の引上げ等の措置を請ずる。
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① 短時間労働者の適用要件のうち、賃金要件を撤廃するとともに、企業規模要件を令和 9年 10月 1日から令和17年 10月 1日までの間に段階的に撤廃する。
② 常時 5人以上を使用する個人事業所の非適用業種を解消し、被用者保険の適用事業所とする。 ※既存事業所は、経過措置として当分の間適用しない。
③ 適用拡大に伴い、保険料負担割合を変更することで労働者の保険料負担を軽減できることとし、労使折半を超えて事業主が負担した保険料を制度的に支援する。
2.1進国睦i歯圏国圏盤塁劉見直L.
一定の収入のある厚生年金受給権者が対象の在職老齢年金制度について、支給停止となる収入基準額を50万円 (令和 6年度価格)から62万円に引き上げる。
3.遅轟重:盤金Ω重塾菫L
① 遺族厚生年金の男女差解消のため、18歳未満の子のない20～50代の配偶者を原則 5年の有期給付の対象とし、60歳未満の男性を新たに支給対象とする。これ
に伴う配慮措置等として、 5年経過後の給付の継続、死亡分割制度及び有期給付加算の新設、収入要件の廃止、中高齢寡婦加算の段階的見直しを行う。
② 子に支給する遺族基礎年金について、遺族基礎年金の受給権を有さない父母と生計を同じくすることによる支給停止に係る規定を見直す。
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標準報酬月額の上限について、負担能力に応じた負担を求め、将来の給付を充実する観点から、その上限額を65万円から75万円に段階的に引き上げる (※ )ととも
に、最高等級の者が被保険者全体に占める割合に基づき改定できるルールを導入する。 ※68万円→71万円→75万円に段階的に引き上げる。
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① 政府は、今後の社会経済情勢の変化を見極め、次期財政検証において基礎年金と厚生年金の調整期間の見通しに著しい差異があり、公的年金制度の所得再分配
機能の低下により基礎年金の給付水準の低下が見込まれる場合には、基礎年金又は厚生年金の受給権者の将来における基礎年金の給付水準の向上を図るため、基
礎年金と厚生年金のマクロ経済スライドによる調整を同時に終了させるために必要な法制上の措置を請ずるものとする。この場合において、給付と負担の均衡が
とれた持続可能な公的年金制度の確立について検討を行うものとする。

② ①の措置を請ずる場合において、基礎年金の額及び厚生年金の額の合計額が、当該措置を講じなかつた場合に支給されることとなる基礎年金の額及び厚生年金
の額の合計額を下回るときは、その影響を緩和するために必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
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① 個人型確定拠出年金の加入可能年齢の上限を70歳未満に引き上げる。
② 企業年金の運用の見える化 (情報開示)と して厚生労働省が情報を集約し公表することとする。
I.L孟Ω他
① 子のある年金受給者の保障を強化する観点から子に係る加算額の引上げ等を行いつつ、老齢厚生年金の配偶者加給年金の額を見直す。
② 再入国の許可を受けて出国した外国人について、当該許可の有効期間内は脱退一時金を請求できないこととする。
③ 令和 2年改正法附則による検討を引き続き行うに際して社会経済情勢の変化を見極めるため、報酬比例部分のマクロ経済スライドによる給付調整を、配慮措置を
講じた上で次期財政検証の翌年度まで継続する。                                                   等

改 正 の 趣 旨

改 正 の 概 要

令和 8年 4月 1日 (ただし、 15・ Ⅲ③は公布日、 1l③は令和 8年 10月 1日、 14(68万円へ引上げ)は令和 9年 9月 1日、 1l① (企業規模要件)は令和 9年 10月 1日 、 1l①
(賃金要件)・ Ⅱ①は公布から 3年以内の政令で定める日、 14(71万円へ引上げ)は令和10年 9月 1日、 13・ Ⅲ①は令和10年 4月 1日、 14(75万円へ引上げ)は令和11年 9月 1
1 は令和11年 10月 1日、Ⅲ は公布から4年以内の政令で定める日、Ⅱ ら 5
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